
資料） 国土交通省海事局調べによる。 R5.10.1現在
（注） �我が国に所在する船舶所有者に雇用されている船員 （外国人を含む。） の年齢階層別割合である。�

その他は、 官公署船や作業船等他の分野に属さない船員数である。

資料） 国土交通省海事局調べによる。 各年10月1日現在
（注） �船員数は、乗組員数と予備船員数を合計したものであり、我が国の船舶所有者に雇用されている船員（外国人を除く。）である。�

その他は、 官公署船や港内作業船等他の分野に属さない船員数である。

第３章　船員分野
１．船員数等の動向�

【図表 3-1】我が国の船員数の推移

【図表 3-2】我が国船員数の分野別年齢構成

50

船
員
分
野

第３章



（人）

資料） 国土交通省海事局作成

資料） 国土交通省海事局作成
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【図表 3-3】船員職業紹介状況の推移

【図表 3-4】船員の有効求人倍率の推移
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資料） �国土交通省 「船員労働統計」、 厚生労働省 「賃金基本構造統計」 の令和4年6月分のきまって支給す
る現金給与額により国土交通省総合政策局作成

（注） 1　�外航船員及び内航船員の賃金額は、船員労働統計（定期払いを要する報酬（基本給や家族手当等）、
時間外勤務（超過勤務や夜間割増））及び航海日当の数値である。

2　�陸上労働者の賃金額は、 賃金基本構造統計（きまって支給する現金給与額の企業規模計（10人以
上）の数値である。

3　�船員は、 外航船舶及び内航船舶に乗り組む全ての 「船長、 職員、 部員」 の計の数値を用いている。
4　�陸上労働者は、 常用労働者のうち短時間労働者を除いた一般労働者の集計結果を用いている。

資料） 国土交通省海事局作成

（注） �2020年度及び2021年度は、 新型コロナ
ウイルスの影響による開催中止や Web
開催への変更があった。 参加者数は
Web 参加を除いた人数である。
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【図表 3-5】海技者セミナーの参加者数、事業者数、開催地

【図表 3-6】船員と陸上労働者の給与（月額）比較
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資料） 国土交通省海事局作成

資料） 国土交通省海事局作成

単位：千人率

死傷別
2022年(度)

職務上休業 職務上死亡
業種別

全船種 7.4 0.3 

一般船舶等 6.5 0.1 

漁船 11.0 0.5 

その他 4.1 0.2 

全産業 2.3 0.0 

鉱業 9.9 0.2 

建設業 4.5 0.1 

運輸業 6.9 0.2 

陸上貨物運輸事業 9.1 0,0

林業 23.5 0.6 

※１ 船員の災害発生率は、船員災害疾病発生状況報告（船員法第111条）による。
       同報告は年度内の休業３日以上を対象としており、
       陸上労働者は、職務上４日以上休業の数値を用いている。
 ２ 陸上労働者の災害発生率は、厚生労働省労働基準局による統計値から算出。
       また、同災害発生率は暦年である。

※１� �船員の災害発生率は、 船員災害疾病発生状況報告（船員法第111条）による。�
同報告は年度内の休業3日以上を対象としており、�
陸上労働者は、 職務上4日以上休業の数値を用いている。

�　２� �陸上労働者の災害発生率は、 厚生労働省労働基準局による統計値から算出。�
また、 同災害発生率は暦年である。

【図表 3-7】船員の死傷災害発生率の推移

【図表 3-8】死傷災害発生率の海陸比較

２．船員災害の発生状況�
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船員労働安全衛生規則 船員災害防止活動の促進
に関する法律

趣旨 船内作業による危害の防止及び船内衛

生の保持に関して船舶所有者及び船員

が遵守すべき事項を具体的に規定

船員災害防止計画の策定並びに船舶所

有者等の自主的な活動を促進するため

の質について規定

具体的

な規定

・安全基準、衛生基準、船内作業基準

・船内安全衛生委員会の設置

・安全担当者、消火作業指揮者、衛生

担当者の専任

・国による船員災害防止基本計画及び

実施計画の作成

・安全衛生委員会の設置

・総括安全衛生担当者の選任

【図表 3-9】船員災害防止に関する法令の措置

３．船員災害防止のための措置�

【図表 3-10】2024年度船員災害防止実施計画について
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【図表 3-11】船員災害防止に関する表彰制度等について
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